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内部統制システム構築の基本方針の一部改定に関するお知らせ 
 

 

当社は、本日開催の取締役会において、内部統制システム構築の基本方針に関し、一部改定すること

を決議致しましたので、下記の通りお知らせいたします。（改定箇所は、下線でお示しております） 

 

記 

 

１．基本方針 

    ＧＣＡサヴィアン株式会社は、「Trusted Advisor For Client’s Best Interest」という経営

理念の具現化をコーポレートガバナンスの体制確立の骨格と捉え、クライアントの利益最大化に

貢献するため、経営の透明性を高め、公正性、独立性を確保することを通じて、企業価値の持続

的な向上を図ることをコーポレートガバナンスの基本方針とする。かかるコーポレートガバナン

スの充実を図る上で、内部統制システムの構築・運用が重要な経営課題であるとの認識のもと、

内部統制システム構築の基本方針を以下の通り定めるものとする。 

 

２．業務執行に関する体制 

(1) 当社の取締役及び使用人並びに当社子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第

598 条第 1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者（以下「取締役等」という。）及

び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

当社は、経営理念である「Trusted Advisor For Client's Best Interest」の精神を当社及び

当社子会社（以下「当社グループ」という。）の全役職員が継続的に共有することにより、法令

及び企業倫理の遵守を企業活動の原点とすることを徹底する。かかる法令及び企業倫理の遵守に

対する役職員の意識向上及びその徹底を図るため、当社グループの事業規模及び人員構成・組織

体制を勘案して、必要に応じコンプライアンスに関する基本方針及び諸規程等を定め、社内に周

知し、その運用の徹底を図る。 

    コンプライアンス全体に関する総括責任者は代表取締役１名をもって充てるものとし、コンプ

ライアンス体制の総括責任者たる代表取締役の下にコンプライアンス委員会を置くものとする。 

      コンプライアンス委員会は、当社グループにおけるコンプライアンス体制の構築、維持及び整



備にあたるものとする。コンプライアンス委員会は、コンプライアンス体制の調査、法令及び定

款上の問題の有無を調査し、随時取締役会及び監査役会に報告する。取締役会は、定期的にコン

プライアンス体制を見直し、問題点の把握と改善に努める。 

 当社は、当社グループの業務活動が法令等に準拠し、かつ、経営目的達成のため合理的に、

効果的に運営されているか否か等を監査するため、当社グループを対象とする内部監査を行う。

また、当社は、当社グループにおける不正行為等の早期発見と是正を図り、もって、コンプライ

アンス経営の強化に資することを目的として、外部の弁護士を窓口とするグループ内部通報制度

を設置する。 

 

(2) 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

      取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理については文書管理規程に従い当該情報を文書

又は電磁的媒体に記録し、文書管理規程に基づき整理・保存する。取締役の職務の執行に係る情

報の保存及び管理についての総括責任者は代表取締役が選任し、関連諸規程の定めるところに従

いこれを行う。監査役は、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理について、関連諸規程

に準拠して実施されているかについて監査し、必要に応じて改善を勧告する。文書管理規程その

他の関連規程は、必要に応じて適時見直し改善を図るものとする。 

 

(3)  当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

      当社グループのリスク管理に関する総括責任者は代表取締役１名をもって充てるものとし、リ

スク管理体制の総括責任者たる代表取締役は、カテゴリー毎のリスクを体系的に管理するため、

経理規程、内部者取引管理規程等に加え、当社グループのリスク管理について必要な事項を一般

に定めるリスク管理規程を整備し、これに基づきリスク管理体制を構築する。なお、総括責任者

は全社リスク管理責任者を定め、関連規程に基づき必要に応じて、定期的なリスクの洗い直しを

行うとともに、重大な損失や危険の発生を未然に防止するための指導や、これに実践的に対応す

るためのマニュアルやガイドラインを制定し、社内教育等を通じてその周知徹底を図ること等を

通じてリスク管理体制を確立する。また、内部監査担当者は当社グループにおけるリスク管理状

況を監査する。取締役会は定期的にリスク管理体制を見直し、問題点の把握と改善に努める。 

 

(4)  当社の取締役及び当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するため

の体制 

    当社グループにおける職務の効率性に関しての総括責任者は代表取締役１名をもって充てるも

のとし、効率性確保体制の総括責任者たる代表取締役は、取締役会の策定する経営計画に基づい

た目標に対し、当社グループにおける職務執行が効率的に行われるよう監督する。各業務担当取

締役は、当該取締役の業務担当における経営計画に基づいて実施すべき具体的な施策及び効率的

な業務遂行体制を決定する。効率性確保体制の総括責任者たる代表取締役は、取締役会において

定期的に各取締役にその遂行状況を報告させ、全社的及び個別的な施策並びに効率的な業務遂行

を阻害する要因の分析とその改善を図る。 

 

(5)  当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制その他の当社及び

その子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

     当社は、関係会社管理規程をもって、子会社に対し、経営上の重要事項に関する事前の協議及び

承認並びに決算情報等の報告を義務付ける。また、内部監査担当者は、当社グループにおける内部

監査の結果を代表取締役に報告する。 



 

３．監査に対する体制 

(1)  当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関

する事項 

     監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協議の上、

監査役を補助すべき使用人を任命するものとする。監査役が指定する補助すべき期間中は、指名さ

れた使用人への指揮・監督及び人事考課等に関する権限は監査役に移譲されるものとし、取締役の

指揮命令は受けないものとして、その独立性及び当該使用人に対する指示の実効性を確保する。 

 

(2)当社の監査役への報告に関する体制 

取締役及び使用人は、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事項及び不正行為や重要

な法令並びに定款違反行為を認知した場合のほか、取締役会に付随する重要な事項と重要な決定事

項、重要な会計方針、会計基準及びその変更、内部監査の実施状況、重要な月次報告、その他必要

な重要事項を、法令及び監査役の権限等を定める監査役会規程等社内規程に基づき監査役に報告す

るものとする。監査役は重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会等

重要会議に出席するとともに、稟議書類等業務執行に係る重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人

に説明を求めることができる。また、監査役は代表取締役との定期的な意見交換会を開催するほか、

監査役会規程に基づく独立性と権限により、監査の実効性を確保するとともに、関連部署と緊密な

連携を保ちながら自らの監査成果の達成を図る。 

当社は、監査役へ報告を行った当社グループの役職員に対し、当該報告をしたことを理由として

不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役職員に周知徹底する。 

(3)その他当社の監査役が実効的に行われることを確保するための体制 

取締役は、監査役による監査に協力し、監査にかかる諸費用については、監査の実効性を担保す

べく予算を措置する。 

 

４．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況 

当社グループは、反社会的勢力の排除に向けて、会社が反社会的勢力に利益を供与することはも

ちろん、反社会的勢力と関わること自体、いかなる形であっても絶対にあってはならないこと及び

役員、社員は社会正義を貫徹し、顧客、市場、社会からの信頼を勝ち得るべく、反社会的勢力の不

当な介入を許すことなく、断固として排除する姿勢を示すことを基本姿勢としている。また、顧問

弁護士や警視庁組織犯罪対策部等の外部の専門機関・団体と随時連絡を取って情報収集に務めると

ともに、事件発生時にはコンプラアンス委員会が対応統括部署となり会社全体で対応することとし

ている。 

 

以上 

 

 


